
中小企業等経営強化法に基づく 
「経営力向上計画」について 

平成２９年６月 
内閣府沖縄総合事務局 
経済産業部中小企業課 



１．中小企業等経営強化法とは 
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２．生産性向上のために必要となること 
労働生産性＝ 
      付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）        
  労働投入量（労働者数又は労働者数×１人当たりの年間就業時間） 
 
生産性向上のためには、付加価値額の増加が必要。 
付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費の合計を想定 
 
○営業利益  → 本業で収益を出せる体質にすること 
          例：経営管理、新商品開発、マーケティング・販路開拓 
○人件費   → 高い付加価値が出せるよう人材確保・人材投資を進めること 
          例：人材の定着・育成 
○減価償却費 → 設備投資やＩＴ投資を進めること 
          例：設備の老朽化対策、ＩＴ利活用 

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」とは 
 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生 
産性を向上させるための計画。 
 自社の強み・弱みや経営状況、労働生産性などの目標、それに向けた取組を記載 
（様式はたった２枚）。 
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３．中小企業等経営強化法のスキーム 
○中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組の支援 
 中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、顧客データの分析を通じた商
品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等により経営力を向上
して実施する事業計画「経営力向上計画」について、国の認定を受けることができる。 
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経営力向上計画 
認定によるメリット 

税制優遇 

金融支援 

補助金の 
審査加点 

○沖縄振興開発金融公庫による低利融資 
  2億7千万円を限度に特別利率③(0.3％～0.9％(5月末現在)) 
 

○信用保証協会による信用保証の枠の拡大 

○H28年度補正 革新的ものづくり･商業･サービス補助金 
 事務局：沖縄県中小企業団体中央会 
○H28年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援補助金 
 事務局：一般社団法人サービスデザイン推進協議会 
○H29年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
 事務局：一般社団法人環境共創イニシアティブ 
○H29年度 事業承継補助金 
 事務局：創業・事業承継補助金事務局 
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４．経営力向上計画の認定状況 



５．申請手続き 
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固定資産税の特例を受ける場合の手続き ※中小企業強化税制Ａ類型も同じ証明書で適用できます 

 
【経営力向上計画 申請書類】 

 
①申請書（原本）←たった２枚！ 
②申請書（写し） 
③チェックシート 
➃返信用封筒 
➄工業会証明書（税制措置の適用を 
受ける場合） 
 

申請書は沖縄総合事務局ＨＰからダウンロード↓ 

こちらをクリック 
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６．申請様式の記載方法 



７．申請窓口 
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担当窓口 問い合わせ先 事業分野 

沖縄総合事務局 
経済産業部中小企業課 

098-866-1755 製造業、卸・小売 

沖縄総合事務局 
開発建設部建設産業・地方整備課 

098-866-1910 建設業、不動産業 

沖縄総合事務局 
農林水産部食料産業課 

098-866-1673 製造業（食料品、飲料）、卸・小売（食料品、
飲料）、外食･中食 

沖縄総合事務局 
運輸部陸上交通課 

098-866-1836 貨物自動車運送事業 

沖縄総合事務局 
運輸部企画室 

098-866-1812 旅館業 

沖縄総合事務局 
運輸部車両安全課 

098-866-1837 製造業（鉄道車両・同部分品）、自動車整備業 

沖縄国税事務所 
間税課 

098-867-3601 製造業（酒類）、卸・小売（酒類） 

沖縄総合通信事務所 
情報通信課 

098-865-2302 
098-865-2307 

有線テレビジョン放送業、電気通信分野 

事業分野や申請先がわからない場合は、中小企業課までお問い合わせください。 
【お問い合わせ先】 
沖縄総合事務局経済産業部中小企業課  鶴見、宮里 
TEL：098-866-1755     
メールアドレス：okinawa-keieiryoku@meti.go.jp   経営力向上計画→→ 
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